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奈良県県土マネジメント部

まちづくり推進局住宅課

地域居住機能再生推進事業
(県営住宅桜井団地建替事業）

〔事業再評価〕（前回評価：令和２年）

令和７年度 第１回 奈良県公共事業評価監視委員会

【資料７】

再評価実施理由：事業採択後長期間（５年間）が経過した時点で継続中のため
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１

１．事業全体図（事業開始前の状況）

写真（事業開始前）
※左図の①より矢印の向きに撮影

配置図（事業開始前）

階数 構造 棟数 戸数 建設年 耐用年数

１ （簡）RC（一部S） １９ ７９ 昭和４０～４３年(築50年超) 30年（２５年超過）

２ （簡）RC 30 １５３ 昭和４０～４４年(築50年超) 45年（１０年超過）

４ RC 2 ４８ 昭和４３～４４年(築50年超) 70年（１５年後に超過）

計５１ 計2８０

○ 県営住宅桜井団地の現況（事業開始前）

①



２．事業の概要

２

「奈良県住生活基本計画」の「基本方針２ 住まいを必要とする人を支える」に基
づき、県民の居住の安定を確保するため、公営住宅の適正管理が必要

◆本事業の位置付け及び目的

＜県（桜井県営住宅）の課題＞

・建物の老朽化

・広域の幹線道路や駅が近いなど、立
地を勘案すると今後も需要が見込ま
れる。

・地元からの建替要請

【桜井市近鉄大福駅周辺地区のまちづくりに関する基本協定（Ｈ２７.７）を締結】

桜井県営住宅の建替事業を実施

→桜井県営住宅敷地を活用した「多世代居住まちづくり」を推進

（県は県営住宅の建替、その余剰地に幼保連携こども園と、多世代交流施設を建設）

＜周辺を含む地域の課題＞

・駅周辺で住宅開発が進行、子育て世
帯の居住

・旧集落や県営住宅の居住者は高齢者
が増加

・保育所・幼稚園の老朽化



３

【第１期】
Ｒ２年竣工
８３戸

【第４期】
Ｒ１５竣工
１０２戸

【第２期】
Ｒ６年竣工
４９戸

【第３期】
Ｒ１１年竣工
４６戸

全体計画（前回評価時）

駐車場用地

項目 平成２８年度－令和２年度
（事業採択時－前回評価時）

工期 ４期 （Ｒ１５年完了）

建設戸数 ２８０戸
・従前居住者（１８０戸）
・他団地集約（１００戸）

２．事業の概要（当初計画）

桜井団地住民の従前居住者（全住戸）

+

近隣の県営住宅居住者（一部）



３．社会情勢の変化 ①

４

・経年によるニーズの変化

事業採択時（Ｈ２８年度） 現在（Ｒ７年度）

旧桜井団地 居住住戸数 １８０ １３５

他団地からの集約戸数 １００ ６０

【事業採択時（Ｈ２８年度）】
旧桜井団地の居住者の全住戸 及び 近隣の県営住宅の転居希望の住戸 を想定

【現在（Ｒ７年度）】
旧桜井団地の居住者の住戸数の減少 及び 近隣の県営住宅の転居希望住戸の減少

事業採択時と同規模の事業は過大整備となる可能性



５

３．①を踏まえた事業の見直し

◆事業の概要

【第１期】
Ｒ２年竣工
８３戸

【第４期】
Ｒ１５竣工
１０２戸

【第２期】
Ｒ６年竣工
４９戸

【第３期】
Ｒ１１年竣工
４６戸

Ｒ２年度（前回評価時）

駐車場
用地

【第１期】
Ｒ２竣工
８９戸

駐車場用地

【第３期】
Ｒ１３竣工
約１００戸

【第２期】
Ｒ８秋竣工
46戸

Ｒ７年度（今回評価）

項目 Ｒ２年度
（前回評価時）

Ｒ７年度
（今回評価）

工期 ４期 （Ｒ１５年完了） ３期 （Ｒ１３年完了）

建設戸数 ２８０戸
・従前居住者（１８０戸）
・他団地集約（１００戸）

約２３０戸
・従前居住者（１３５戸）
・他団地集約（約６０戸）
・新規募集（約３０戸）※

※桜井市整備のこども園等や周辺立地、他団地からの
移転希望の変更等を考慮し、新規募集住戸数を想定



出典：建設物価 建築費指数

３．社会情勢等の変化 ②

６

・工事費の高騰

１０年間で
約１．４倍

事業採択時）
工事費の経年による上昇率はほぼ横ばいと想定

現在）
当初計画時より、１０年間で約１．４倍上昇



３．②を踏まえた事業の見直し

７

階高や使用する材料を見直す等、建築
計画の見直しを行い物価高騰に対応

項目 第1期 第2期

階高
（1階）

3.6m 3.1m

樋 金属製 プラスチック製

見直し例



４．事業費の見直し

８

◆全体事業費の見直しについて

◆事業費の増額要因

◆コスト縮減の取組み要因

【建築計画の見直し】

第２期新築工事の設計時に建設費高騰を考慮し、階高を下げるなど、建築計画見直し

【社会情勢等の変化】

旧桜井団地の居住者の減少及び移転対象団地の居住者の減少により、事業工期を４期から３期（建設戸
数を２８０戸から２３０戸）へ見直し

・資機材費及び労務費の増による建設費高騰（ ① ）

・第２期新築工事の建築計画の見直し（ ② ）

No 主な変更理由 金額（億円）

① 資機材及び労務費の増による建設費高騰 ３．５２

② 第２期新築工事の設計内容の見直し －１．３

③ 事業工期（建設戸数）の縮小 －１０．０２

計 ７．８億のコスト縮減

・事業工期（建設戸数）の縮小（ ③ ）

◆社会情勢等の変化



５．投資効果分析-公営住宅整備事業における事業評価について-

９

【費用便益分析】
■算出条件等

費用（Ｃ）

（１）用地費
（２）建設費 （駐車場の整備を含む）
（３）修繕費
（４）その他の事業コスト （設計費及び事務費）
（５）将来修繕費

便益費（Ｂ）

（１）家賃
（２）駐車場収入
（３）建物の残存価値
（４）用地の残存価値

基準年次 平成２８年（事業採択年次）

評価対象期間 施設整備に要する期間（整備期間）及び施設の
供用開始から耐用年限の終了年まで（供用期間）

整備期間 １５年間

供用期間 ７０年間（鉄筋コンクリート造）

社会的割引率 ４％

適用した費用便益分析マニュアル 公営住宅整備事業に係る新規事業採択時評価手法
（平成２８年３月）

費用便益比 目標値 ０．８以上



１０

５．投資効果分析-前回評価時との比較-

事業を巡る
社会経済情勢の変化

項目 前回評価（Ｒ２年度） 今回評価（Ｒ７年度）

建設戸数 ２８０戸 ２３０戸

旧桜井団地居住戸数 １８０戸 １３５戸

他団地からの集約戸数 １００戸 約６０戸

新規募集戸数 ０戸 約３０戸

事業の投資効果

完了年度 令和１５年 令和1３年事業の進捗の見込み

投資事業費 ２１億 ３３億

事業進捗率 約 ３１ ％ 約 ５７ ％
事業の進捗状況

事 業 費 約６６．１億円 約５８．３億円

便益費（Ｂ） 約６３．４億円 約６１．０億円

費 用（Ｃ） 約６７．２億円 約６４．６億円

費用便益比
（事業全体）

０．９４３ ０．９４５

コスト縮減 －
事業規模の見直し
建築計画の見直し

コスト縮減等



６．事業の必要性等に関する視点

１１

１．事業の効果（必要性）

・ＥＶ設置、バリアフリー対策による３、４階の入居率維持（約９５％）

・中層化に伴う余剰地の創出による効率的な団地運営および桜井市による幼保連携こども園等の整備

・現在の耐震基準・防火基準に適合した構造、雨水調整池の設置による安全性の高い住環境の整備

・現在の生活様式にあわせた住戸設備の性能向上などによる入居者の居住環境の向上

・住戸内の断熱性能向上など省エネ化による入居者の健康増進

外観写真（第１期）

住戸内部写真（第１期）



６．事業の必要性等に関する視点

１２

２．事業の進捗状況

・第１期事業（８９戸）は令和２年度竣工

・第２期事業（４６戸）は令和８年竣工予定

・第２期事業で旧居住者は全員新棟に移転のため移転完了後、旧住棟を除却し第３期事業（１００戸）開始

予定

第1期

（89戸）

☆入居開始

第2期

（46戸）

第3期 除却工事

（約100戸） 基本計画 造成設計・建築設計 造成工事・建築工事発注

発注建築設計

除却

設計 除却工事

造成設計

平成29年度 令和8年度平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和6年度 令和7年度

造成設計

建築設計

造成工事 建築工事発掘調査

令和13年度

除却設計

造成工事 建築工事

令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度令和5年度

・桜井団地第３期事業は、第２期新築工事が竣工し旧居住者が移転した後、速やかに除却工事を行う

・除却工事完了後、速やかに第３期新築工事設計、新築工事を行う見通し

事業の進捗の見込み

７．事業の進捗の見込み



１３

８．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

■コスト縮減の取り組み

■代替案立案等の可能性

■事業完了後の良好な公共サービス提供の視点

計画の進捗に伴う整備必要戸数の見直しに取り組んだ。また、複数棟毎の
建設や建築費高騰に伴う建築計画の見直し（階高）にも取り組んできたと
ころであり、引き続き、第３期工事についてもコスト縮減に努めながら事
業を推進する。

現在の計画で事業の進捗に問題はなく、代替案立案の必要性はない。

現行の耐震基準及び防火基準に適合した構造とし安心・安全を確保すると
ともに、省エネルギー基準に適合することやバリアフリー化すること等に
より居住環境向上を行う。
また、建替による余剰地には桜井市による認定こども園や高齢者支援施設
等の整備を行い、地域の生活拠点づくりを推進するなど、高齢者や子育て
世帯が地域に活き活きと住み続けられる多世代居住のまちづくりを推進す
る。



３．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

１４

◆ 事業採択時からの社会情勢の変化に対応、必要戸数を見直し

◆ 耐震やバリアフリーの基準に適合する等、安全性の確保及び居住環境の向上

◆ 県営住宅全体の適正管理を考慮し、第3期は他団地の集約に向けて事業を進め、
住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住宅セーフティネットを確保

◆事業採択時以降の社会経済情勢等の変化を考慮して、コスト縮減等の事業見直しに取
り組んでいるところ。

◆第３期工事についても引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進する。

９．対応方針（案）

１．事業の必要性等に関する視点

２．事業の進捗の見込み

事業継続

県営住宅桜井団地建替事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込み、
コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点から継続が妥当と判断できる。引き続き事業を
推進し、早期の事業完了を目指すことが適切である。

◆令和２年度に第１期工事が完了。

◆令和８年度に第２期工事が完了予定。

◆引き続き事業を推進し、令和１３年の事業完了を目指す。


